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１ 国指定鳥獣保護区の概要

（１）国指定鳥獣保護区の名称

剣山山系鳥獣保護区

（２）国指定鳥獣保護区の区域

徳島県所在国有林徳島森林管理署吉野川森林計画区１６から１９まで及び２３か

ら２７までの各林班、２８林班に及びほの各小班、２９から３２までの各林班、３

３林班ろ２からろ５まで、は、に、へ及びイの各小班、３４林班ろ１からろ３、に及び

ほの各小班、３５林班に、ほ、へ及びイの各小班、３６から５０までの各林班、１

１８から１２１までの各林班、１３１林班ろ、に及びへの各小班、１３２林班、１

３９林班はからほまで、とからるまで、イ及びロの各小班、那賀・海部川森林計画

区１３３から１３５林班、１４０林班、三好市東祖谷官行造林地８林班、民有林三

好森林計画区東祖谷７１２から７１５までの各林班及び７２０林班ロ１及びロ２の

各小班、７２１林班ホ及びヘの各小班、民有林美馬森林計画区美馬市一宇２４７林

班、２４８林班ニ１及びヘ１の各小班、民有林美馬森林計画区美馬市木屋平５５５

から５６２までの各林班、民有林那賀森林計画区那賀町木沢４２１イ１、ロからニ

までの各小班、４２２から４３１までの各林班、４３２林班イ１からイ３まで、イ

４の２及びイ４の３（那賀町道剣山線以西の区域に限る。）の各小班、４３３林班

イ１の１、イ１の２、イ１の４及びイ１の５（那賀町道剣山線以西の区域に限る。）

の各小班、４３４林班イ１、イ２及びイ４の各小班、民有林那賀森林計画区那賀町

木頭７３２から７５１までの各林班、７９３から７９４までの各林班、７９５林班

イ２からイ５までの各小班並びに高知県所在国有林高知中部森林管理署高知森林計

画区３１から３７までの各林班、３８林班はからほまで、と、ち及びイの各小班、

５４林班ほ、ち、ぬ及びイの各小班、５５林班ろ２、と、たからむまで、お、く及

びイの各小班、６２林班及び６３林班の区域

（３）国指定鳥獣保護区の存続期間

平成２１年１１月１日から平成４１年１０月３１日まで（２０年間）

（４）国指定鳥獣保護区の指定区分

大規模生息地の保護区

（５）国指定鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、四国山地東部の徳島県と高知県の県境に位置し、四国第二の高峰で

ある剣山を中心に、東はにくぶち谷や権田山、西は天狗峠、北は丸笹山や赤帽子山、

南は石立山や高ノ瀬峡などの壮年期の急峻な山々と変化に富んだ深い谷からなる標

高概ね１，０００ｍ以上の四国を代表する自然豊かな地域である。植生的には、ブ

ナを中心とした落葉広葉樹林、その上部にはダケカンバ、コメツガ等が現れる針広

混交林、その上部にシコクシラベ等を中心とする亜高山帯植生、さらに稜線部には、

ミヤマクマザサを中心としたササ原が発達するなど多様な植生が見られる。このよ

うな自然環境を反映して、鳥類では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に

関する法律（平成４年法律第７５号）に基づく国内希少野生動植物種であり、環境

省作成のレッドリストにおける絶滅危惧ⅠＢ類のクマタカ、絶滅危惧Ⅱ類のハヤブ

サを始めとする多くの猛禽類やゴジュウカラ等９０種が確認されている。哺乳類で



は、環境省作成のレッドリストにおいて、絶滅のおそれのある地域個体群に掲載さ

れているツキノワグマや天然記念物に指定されているカモシカ、ヤマネ等３８種が

確認されている。

このように、当該区域は、クマタカ等の猛禽類やツキノワグマ等行動圏が広域に

及ぶ大型鳥獣を含む多様な鳥獣の生息地として重要な区域であることから、当該区

域を大規模生息地の保護区として、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第２

８条第１項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該区域に生息する鳥獣の保護を図る

ものである。

２ 国指定鳥獣保護区の保護に関する指針

管理方針

１）大規模生息地の保護区として、クマタカ、ツキノワグマ等行動圏が広域に及ぶ

大型鳥獣を始めとし、地域に生息する多様な鳥獣相の保護を図るため、適切な管

理に努める。

２）違法捕獲の防止や制札の維持管理のため、環境省職員及び鳥獣保護区管理員に

よる定期的な巡視を行う。

３）鳥獣を驚かすような人の不用意な行動、ごみの散乱等による鳥獣の生息への影

響を防止するため、関係地方公共団体、関係機関等と協力して利用者及び地域住

民への普及啓発に取り組む。

４）鳥獣保護区管理員によるモニタリング調査等を通じて、鳥獣の生息状況の把握

に努めるとともに、近年、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関す

る法律（平成１６年法律第７８号）に基づく特定外来生物であるソウシチョウの

生息が確認されているため、その生息動向を監視する。

５）当該区域は、剣山国定公園の指定区域と重なる部分が多いことから、国定公園

の管理との協力連携を図る。

６）当該区域一帯では、ニホンジカが農林業や生態系に被害を及ぼしていることか

ら、関係地方公共団体や関係機関等と連携協力を図り、県が策定する特定鳥獣保

護管理計画に基づき、適正な個体数に誘導する等適切なニホンジカの保護管理に

努める。

３ 区域拡大の理由

当該鳥獣保護区は、大規模生息地の保護区として行動圏が広域に及ぶ大型鳥獣を始

めとした多様な鳥獣を保護するため昭和４４年１１月１日に指定され、その後、２０

年毎に更新を行ってきている。現行指定期間は、平成２１年１０月３１日で満了する

こととなっているが、引き続き、鳥獣の良好な生息地となっており、生息種も多種多

様であることから継続して国指定鳥獣保護区として保護を行う必要がある。

このような中、近年、環境省作成のレッドリストで絶滅のおそれのある地域個体群

として掲載されているツキノワグマが、これまでの鳥獣保護区の区域を越えて広範囲

に生息していることが明らかになったことから、これらの区域についても国指定鳥獣

保護区として保護する必要があるため、区域を拡大して指定を行うものである。



４ 指定する国指定鳥獣保護区の土地の地目別面積及び水面の面積

総面積 11,817 ha (10,139 ha)

内訳

ア 形態別内訳

林 野 11,817 ha (10,138 ha)

農耕地 － ha

水 面 － ha

その他 0 ha ( 1 ha)

イ 所有者別内訳

国有地 5,976ha ( 6,079 ha)

保安林 5,953ha

(6,078ha)

制限林 5,953ha 砂防指定地 －ha

林野庁所管 5,976ha (6,078ha) その他 －ha

国有林 (6,079ha) 普通林 23ha

文部科学省所管 － ha ( 1ha)

国有林以外の国有地 － ha

都道府県有地 334ha

地方公共団体有地 499ha (256ha)

(324ha) 市町村有地等 164ha

( 68ha)

私有地等 5,343ha (3,736ha)

公有水面 － ha

ウ 他の法令（条例を含む）による規制区域

自然環境保全地域特別地区 －ha

自然環境保全法による地域 －ha

自然環境保全地域普通地区 －ha

特別保護地区 － ha

自然公園法による地域 8,558ha 特別地域 8,231ha

（剣山国定公園） 普通地域 327ha

文化財保護法による地域 434ha



５ 指定する区域における鳥獣の生息状況

（１）当該地域の概要

ア 国指定鳥獣保護区の位置

当該区域は、徳島県美馬市、三好市、那賀郡那賀町、美馬郡つるぎ町及び高知

県香美市に所在し、四国第二の高峰である剣山を中心に、東はにくぶち谷や権田

山、西は天狗峠、北は丸笹山や赤帽子山、南は石立山や高ノ瀬峡など比較的高い

標高域から県境稜線を跨ぐ自然豊かな区域である。

イ 地形、地質等

当該区域は、徳島県鳴門市から吉野川に沿って東西に、さらに愛媛県伊予市に

ぬける中央構造線の南側にあたる外帯に位置し、壮年期の急峻な山々と変化に富

んだ深い谷が見られる標高が概ね１，０００ｍ以上の高標高地である。地層は、

中央構造線に平行する御荷鉾構造線、仏像構造線によって区切られ、北から緑色

片岩類などを中心とする三波川帯、古生代の砂岩、泥岩の互層に蛇紋岩等が局地

的に見られる秩父累帯及び白亜紀の砂岩、泥岩が見られる四万十帯が見られる。

また、土壌は、最も広い範囲において褐色森林土がみられ、三嶺、剣山等の急

峻な尾根や急傾斜地では岩屑土が分布し隣接してポドゾル化土壌が見られる。

ウ 植物相の概要

当該区域は、標高約１，０００～１，２００ｍ以上に見られるブナにウラジロ

モミ等が混生するブナ林と林床のスズタケ等のササ類が優占するスズタケーブナ

群落が最も広い面積を占め、次いでスギ、ヒノキの植林がみられ、これら２つの

群落で全体の７割を占めている。また、比較的多く見られる群落として、タラノ

キ－クマイチゴ群落、クリ－ミズナラ群落、イヌシデ－アカシデ群落があり、稜

線沿いにはミヤマクマザサ群落、ダケカンバ群落が認められる。

なお、ニホンジカの採食によりキレンゲショウマ等の希少植物やカンスゲ、ス

ズタケの減少が確認されている。

エ 動物相の概要

当該区域は、鳥類では生態系の頂点に位置するクマタカ等の大型猛禽類が生息

しているほか、ゴジュウカラをはじめ、コガラ、ヒガラ、アオゲラ、コゲラ、キ

ビタキ、オオルリ、トラツグミ等３２科９０種の生息が確認されている。哺乳類

では環境省作成のレッドリストに絶滅のおそれのある地域個体群として掲載され

ているツキノワグマの生息が四国で唯一確認されているほか、ニホンカモシカ、

ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル、キツネ、タヌキ、アナグマ、ヤマネ等１６

科３８種の生息が確認されている。

（２）生息する鳥獣類

別表のとおり。

（３）当該地域の農林水産物の被害状況

当該区域では、ニホンジカによるウラジロモミ、ミズキ、ダケカンバ、ナナカマ

ドなどへの樹皮剥ぎ等による被害が発生している。周辺地域においても、スギ、ヒ

ノキなどの人工林への被害やユズ、茶、水稲、野菜類などへの被害が増加している。

その他、ニホンザルによる野菜類、ユズ等への被害のほか、イノシシによるタケノ

コ、水稲、穀物類、芋類などの農作物被害が増加してきている。



６ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第３２条の規定による補償に関する事項

当該区域において、第３２条に規定する損失を受けた者に対しては、通常生ずべ

き損失を補償する。

７ 国指定鳥獣保護区の指定及び維持管理に関する事項

①鳥獣保護区用制札 ３０ 本

②案内板 ３ 基


